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市議会だよりは、皆様と市議会をつなぐ【パイプ役】として常に『正確でわかりやすい』をモットーに編集して
います。この市議会だよりをよりよいものとしていくため、皆様のご意見をお寄せください。お待ちしています。

あなたのご意見を
お寄せください

■議会だよりは、資源保護のため100％再生紙を使用しています。

■次回平成18年（3月）加西市議会定例会の日程

※日程は変更になる場合があります。傍聴を希望される場合は、議会事務局（蕁42-8790）
でご確認ください。本会議の傍聴は市役所議会棟4階でできます。
※質疑・一般質問の内容や発言順序は、3月6日豺に加西市議会の
HP（http://www.city.kasai.hyogo.jp/gyosei/gikai/index.htm）に掲載予定です。

月　　日
3月 1 日（水曜日）

3月 6 日（月曜日）

3月 9 日（木曜日）

3月10日（金曜日）

3月14日（火曜日）

3月15日（水曜日）

3月16日（木曜日）

3月17日（金曜日）

3月24日（金曜日）

時　間
10：00

12：00

10：00

10：00

10：00

9：00・13：00

9：00・13：00

9：00・13：00

10：00

会　　　　議
本　会　議

発言通告期限

本　会　議（質疑、一般質問）

本　会　議（質疑、一般質問）

本　会　議（予備日）

総務委員会・予算特別委員会（第1日）

厚生委員会・予算特別委員会（第2日）

建設経済委員会・予算特別委員会（第3日）

本会議（最終日）（委員長報告・採決）
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ようこそ！
市議会ホームページへ

3月議会日程と

閉会中の委員会日程

加西市議会のホームページ
（http://www.city.kasai.hyogo
.jp/gyosei/gikai/index.htm）
では、本会議・委員会の日程をは
じめ、発言通告締め切り後には、
質疑・一般質問の通告内容や発言
順も掲載しています。
ぜひ一度ごらんになって、関心
のある問題が議題である日の本会
議や委員会を傍聴してみてくださ
い。
また、市議会だよりのバックナ
ンバー（平成14年7月～）、本会
議の会議録（平成13年6月～平
成17年9月※平成17年12月議
会分は3月初旬掲載予定）、最新
の議決結果も掲載しています。

◇
補
正
予
算
案
の
修
正

今
回
、
平
成
17
年
度
加
西
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
の
審
議

に
あ
た
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
関
連
事
業

（
約
１
４
０
万
円
）
の
緊
急
性
が
問
題

と
な
り
ま
し
た
。
慎
重
審
議
の
結
果
、

バ
イ
オ
マ
ス
事
業
の
意
義
は
認
め
る

も
の
の
、
加
西
市
の
現
在
の
財
政
事

情
か
ら
率
先
し
て
取
り
組
ま
ね
ば
な

ら
な
い
緊
急
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
当

該
事
業
費
分
を
減
額
修
正
し
た
も
の

で
す
。

◇
幼
稚
園
休
園
規
程
の
弾
力
的
運
用

平
成
17
年
12
月
現
在
、
平
成
18
年

度
の
申
し
込
み
状
況
は
下
里
幼
稚
園

と
富
合
幼
稚
園
が
15
名
に
達
し
な
か

っ
た
の
で
、
加
西
市
立
幼
稚
園
の
休

園
等
に
関
す
る
規
程
に
よ
り
、
両
幼

稚
園
が
平
成
18
年
度
は
休
園
と
な
っ

て
し
ま
う
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
校

区
に
よ
っ
て
は
私
立
保
育
所（
園
）と

併
設
す
る
と
い
う
特
殊
性
等
も
考
慮

し
、
加
西
市
立
幼
稚
園
の
休
園
等
に

関
す
る
規
定
を
弾
力
的
に
運
用
し
、

両
幼
稚
園
の
平
成
18
年
度
の
開
園
を

要
望
す
る
請
願
が
採
択
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
臨
時
の
教
育
委
員
会
が
開

催
さ
れ
、
12
名
以
上
の
園
児
が
確
保

で
き
れ
ば
開
園
す
る（
注
・
15
名
以
上

で
開
園
し
た
翌
年
度
に
限
る
）と
い
う

弾
力
的
な
運
用
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。


